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平成28年度税制改正・軽減税率制度の概要
　平成28年度税制改正大綱における中小企業・小
規模事業者に関する税制改正の概要が公表されまし
た。その改正点と平成29年４月から導入される軽
減税率制度のポイントを合わせてご紹介します。

○新たな機械装置の投資に係る固定資産税の
特例の創設

■概要
　中小企業が取得する新規の機械装置は固定資産税
を３年間、１/２に軽減する措置を創設。
　史上初の固定資産税での設備投資減税。赤字中小
企業にも大きな効果がある。

■適用期間
　中小企業等経営強化法※１施行から３年間、平成
30年度末までの投資（施行日以降に取得した資産
が対象）

※１　中小企業等経営強化法とは、中小企業・小規模事

業者等の経営強化を図るため、事業所管大臣が事

業分野ごとに経営力向上のための取組等について

指針を策定するとともに、当該取組を支援するた

めの措置等を講じるもの。平成28年３月４日に閣

議決定し、今国会に提出される（平成28年３月31

日現在）。

■対象者
　中小企業者（大企業の子会社を除く）

⑴資本金の額または出資金の額が１億円以下の法
人

⑵資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時
使用する従業員の数が1,000人以下の法人

⑶常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
■対象資産

⑴同法施行日から平成31年３月31日までに新た
に取得した機械・装置

⑵同法に基づき中小企業者が作成する「経営力向
上計画」※２に記載された経営力向上設備※３

※２　経営力向上計画とは、中小企業・小規模事業者が

経営力を向上させるための事業計画で、事業所管

大臣から認定を受けるもの。

※３　経営力向上設備とは、以下の①及び②等を満たす

もの。

①旧モデルと比べて年平均１％以上生産性（単位

時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等）

を向上させるもの

②取得する年度から10年以内に販売が開始された

もの（新品）

③取得価格が単品160万円以上のもの　　等

■特例内容
　固定資産税（税率1.4％）の課税標準額を３年間
１/２に軽減。

○法人実効税率の引下げ
■概要
　平成28年度に29.97％、平成30年度に29.74％
まで税率を引き下げることが決定。

図１　本税制イメージ

図２　取得時点から特例適用期間

　平成28年に取得した設備は、平成29年１月１日時点に所
有する資産として申告され、平成29～31年度の３年間固定
資産税を軽減する。
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ができる措置（大法人も適用可能）についても、適
用期限を２年延長（平成29年度末まで）。
　中小法人については、定額控除限度額（800万円）
までの損金算入との選択適用が可能。

○減価償却方法の見直し
■概要
　減価償却制度とは、建物や機械装置等の減価償却
資産の取得に要した金額を、一定の減価償却方法（定
額法・定率法）により、各年度に費用配分する制度。
　投資拡大に悪影響の少ない建物付属設備・構築物
に限定し、減価償却方法を定額法に一本化。

○中小企業者等の少額減価償却資産の取得価
格の損金算入の特例の延長

■概要
　マイナンバーや消費税複数税率対応で事務負担増
が集中する中小企業を支援するため、中小企業者が
30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該
減価償却資産の合計額が合計300万円を限度に全額
損金算入（即時償却）することを認める措置。
　適用対象者から従業員1,000人超の法人を除外
し、適用期限を２年延長（平成29年度末まで）。

○中小法人の交際費課税の特例の延長
■概要
　法人が支出した交際費は、租税特別措置法により
原則として損金不算入とされているが、中小法人に
ついては、特例として定額控除限度額（800万円）
までの損金算入を認める措置。
　本措置の適用期限を２年延長（平成29年度末ま
で）。

【参考】
　平成26年度税制改正で創設された、交際費等の
うち接待飲食費の50％までを損金に算入すること

図３　今後の法人税率等の推移

図４　本税制措置

　「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の
費用。得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため
の支出。

図５　本税制イメージ

図６　減価償却方法一覧

図７　増収イメージ
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○生産性向上を促す設備投資促進税制の縮
減・廃止

■概要
　設備投資減税は、当初の期限通り、平成28年度
に支援措置を縮減し、平成28年度末に廃止するこ
とを決定。
　縮減・廃止期限を明確化することで、期限内の設
備投資を強力に後押し。
■対象設備

⑴先端設備
　旧モデルと比べて年平均１％以上生産性を向
上させる最新モデル

⑵生産ラインやオペレーションの刷新・改善
　事業者が通常作成する設備投資計画上の投資
収益率が15％以上（中小企業は５％以上）

○地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税
制度の拡充

■概要
⑴免税対象金額引下げによる地方の消費拡大

　免税の対象となる、一般物品の最低購入金額
を「10,000円超」から「5,000円以上」に引
き下げる。（これに合わせ、消耗品の最低購入
金額を「5,000円超」から「5,000円以上」に
引き下げる。）

⑵海外直送の手続の簡素化
　免税購入物品を免税店から直接海外の自宅や
空港等へ直送する場合の手続の簡素化を行う。

⑶免税手続カウンター制度の利便性向上
　商店街区内に所在するショッピングセンター
の店舗が、商店街の組合員でなくとも、免税手
続カウンターを活用し購入金額を合算すること
を可能とする。

図８　本税制措置

⑷購入者誓約書の電磁的記録による保管
　免税店販売時に免税店が保管する購入者誓約
書について、電磁的記録により保管することを
可能とする。

○欠損金の繰戻しによる還付制度の延長
■概要
　欠損金が生じた場合、前年度に支払った法人税の
繰戻還付を受けることができる措置。
　適用期限を２年間延長（平成29年度末まで）。
■還付請求できる法人税額の計算式
還付請求できる法人税の額（前期の取得金額が限度）
＝前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の取得金
額

○消費税軽減税率（案）への対応
■概要
　消費税率引上げ（10％）に伴う低所得者対策と
して、平成29年４月に軽減税率制度が導入される。
軽減税率導入のポイントは①対象品目、②仕入れ税
額控除方式の変更の２点。
■対象品目
　軽減税率の対象になるのは、飲食料品（酒税法に
規定する酒類及び外食等※４を除く）と新聞（定期
購読契約が締結された週２回以上発行されるもの）
の２つ。

※４　外食等とは、顧客に飲食させようと考えている飲

食設備のある場所において、顧客に飲食させるサー

ビスは「外食」と定義される。また、顧客が指定

した場所で、顧客に飲食させるサービス（「ケータ

リング・出張料理等」）も外食に含まれる。ただし、

有料老人ホーム等での食事の提供は、「ケータリン

グ・出張料理等」から除外する。その他詳細の整

理については政府内において検討中。

図９　本税制イメージ
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●経過措置
　経過措置として、①売上税額の計算の特例、②仕
入税額の計算の特例の２つが設けられる。

①売上税額の計算の特例
　売上げを税率ごとに区分することが困難な事
業者が、売上げの一定割合（軽減税率売上割合）
を、軽減税率対象品目の売上として税額を計算
する特例。
　課税売上高が5,000万円以下の中小企業者に
ついては軽減税率の導入から４年間、以下⑴～
⑶の特例を選択できる。

②仕入税額の計算の特例
　仕入を税率ごとに区分することが困難な事業
者が、仕入の一定割合（軽減税率仕入割合）を、
軽減税率対象品目の仕入として税額を計算する
特例。軽減税率導入から１年間、下記(1)、(2)
の特例を選択できる。

■仕入税額控除方式の変更
　現行の「請求書等保存方式」が、平成29年４月
から「区分記載請求書等保存方式」、平成33年４月
から「適格請求書等保存方式」に変更される。
　現行制度の請求書記載事項は、①請求書発行者の
氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容、④対
価の額、⑤請求書受領者の氏名又は名称の５つ。平
成29年４月から上記①～⑤に加え、⑥軽減税率の
対象品目である旨、⑦税率ごとに合計した対価の額
の記載が追加となり、平成33年４月からは上記①
～⑦に加え、⑧登録番号、⑨消費税額の記載が追加
となる。
●区分記載請求書等保存方式（平成29年４月～）
　現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理
に対応するための措置を講ずる。

　売り手が発行した請求書に、①軽減税率の対象品目であ
る旨と、②税率ごとに合計した対価の額の記載がない場合

表１　外食に当たるもの、当たらないもの

「外食」に当たる

牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」、そば屋・
ピザ屋・寿司屋での「店内飲食」、フードコート
での飲食、コンビニのイートインコーナーでの
飲食を前提に提供される飲食料品（例えば、ト
レイに載せて座席まで運ばれ、返却の必要があ
る食器に盛られた食品）、ケータリング・出張料
理等

「外食」に当たらない

牛丼屋・ハンバーガー店でのテイクアウト、そ
ば屋の出前、ピザの宅配、寿司屋のお土産、屋
台での軽食、コンビニの弁当・惣菜、有料老人ホー
ム等での食事の提供

は、買い手が事実に基づき追記することで仕入税額控除の
要件を満たすものとする。
　支払単価が３万円未満の場合や自動販売機から購入する
場合、入場券など証拠書類が回収される場合、中古品販売
業者が消費者から仕入れる場合など、請求書等の交付を受
けることが困難な場合は、現行どおり、帳簿への記載によ
り仕入れ税額控除が可能。
　現行どおり、せり売りや無条件委託販売・共同計算方式
による媒介・取次により販売される場合は、媒介・取次業
者が作成した請求書等の保存により仕入税額控除が可能。

表２　売上税額の計算の特例

⑴仕入を管理でき
る 卸 売 業 者、 小
売事業者

軽減税率売上割合＝

軽減税率対象品目の仕入額

仕入総額

⑵  ⑴以外の事業者

軽減税率売上割合＝

通常の連続する10営業日の
軽減税率対象品目の売上額

通常の連続する10営業日の
売上総額

⑶ ⑴・⑵の計算が
困難な事業者

軽減税率売上割合＝

50

100

参考　区分記載請求書記載例

請求書
○○御中
　　11月分　87,200円（税込）
11/１　牛肉２kg※　　　　　5,400円
11/８　割りばし４箱　　　　5,500円

合　計　　　　　　　　　 87,200円
　　　　　　　　　　　（10％対象　44,000円）
　　　　　　　　　　　（ ８％対象　43,200円）
注）※印は軽減税率（８％）適用商品
△△㈱

…
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中小企業者様の財産を様々なリスクから守るために作られた共済組合

茨城県火災共済協同組合
〒310－0801　水戸市桜川2－2－35　茨城県産業会館8階　029‐224‐0610

●適格請求書等保存方式（平成33年４月～）
　平成33年４月１日から導入予定で、請求書に交
付義務、保存義務、罰則等がある。また、課税事業
者のみ交付が可能となる。
　免税事業者からの課税仕入れについては、適格請
求書等保存方式の導入後３年間は、仕入税額相当額
の80％、その後の３年間は同50％の控除ができる。 ○現行制度からの変更点

１．税額計算は「適格請求書」の記載どおりに
行う仕組みとする。

２．売り手に「適格請求書」の発行を義務化。
３．偽りの請求書を発行した場合に罰則を適用。
４．課税事業者登録制度を創設（課税事業者の

みが「適格請求書」を発行できる仕組み）
５．「適格請求書」に消費税額と登録番号の記

載を義務化

○現行制度との接続

１．税額計算は、消費税額を積み上げて計算す

る方式と、税込み価格を税率で割り戻して

計算する現行方式のいずれかの方法による。

２．経過措置として、免税事業者からの仕入れ

について、本制度導入から３年間は80％、

その後３年間は50％の控除を可能とする。

３．現行制度と同様、小売事業者等について、

販売先の氏名・名称の記載を不要とする。

４．せり売りの場合の特例（取次事業者発行の

請求書による代替）等現行の取扱いを存続。

　今回の特集において使用した図、表は、中小企
業庁「平成28年度税制改正について」及び「消費
税軽減税率（案）への対応について」から引用し
たものである。

表３　仕入れ税額の計算の特例

⑴売上を管理でき
る 卸 売 業 者、 小
売事業者

軽減税率売上割合＝

軽減税率対象品目の仕入額

仕入総額

⑵ ⑴の計算が困難
な事業者

　課税売上高が5,000万円以

下の中小事業者について、事

後選択により、簡易課税制度

の適用を受けることができる。

■適格請求書等保存方式の要点

参考　適格請求書記載例

請求書
○○御中
　　11月分　80,000円（本体）

消費税　7,200円
11/１　牛肉２kg※　　　　　5,000円
11/８　割りばし４箱　　　　5,000円
　

合　計　80,000円　　　消費税7,200円
（10％対象40,000円　消費税4,000円）
（ ８％対象40,000円　消費税3,200円）

△△(株)　　登録番号×××―×××
注）※印は軽減税率（８％）適用商品

…


